
Ｎ

１．事業概要 

一般国道２８７号は米沢
よねざわ

市と東根
ひがしね

市を結ぶ主要幹線道路であり、新潟
にいがた

山形
やまがた

南部
な ん ぶ

連絡
れんらく

道路梨郷
りんごう

道路と一体となって広域ネットワークを構成する道路である。

米沢
よねざわ

長井
な が い

道路は主要渋滞箇所である成島
なるしま

交差点等の渋滞解消や事故多発箇所を

回避するだけでなく、新潟
にいがた

山形
やまがた

南部
な ん ぶ

連絡
れんらく

道路梨郷
りんごう

道路（川西
かわにし

IC）へのアクセス

道路として一体となって整備することで、高次医療施設へのアクセス性向上や

物流の効率化、置賜
おいたま

地域における地域間交流の活性化などに資する道路である。 

１．事業内容 

事  業  区  間：山形
やまがたけん

県米沢
よねざわ

市窪田町
く ぼ た ま ち

～山形県
やまがたけん

長井
な が い

市 泉
いずみ

延 長・幅 員：Ｌ＝１９．４ｋｍ、Ｗ＝１３．０ｍ（２車線） 

箇 所 事 例 

道 路 改 築 事 業 費 

～ 一般国道２８７号 米沢長井道路 ～ 

川 西 IC

米沢長井道路 

至  山 形 市  

梨 郷 IC

南 陽 高 畠 IC

至  福 島 市  

国 道 １２１号  

最 上 川  

国 道 ２８７号 （現 道 ） 

（主 ）米 沢 高 畠 線  

鬼 面 川  

凡例（現道課題）

主要渋滞箇所

至  新 潟  

公 立 置 賜 総 合 病 院

延 長 0．8km
（H25 供 用 ）

米 沢 中 央 IC

米 沢 市  

長 井 市  

川 西 町  

延 長 4.0ｋｍ 

凡例 

開通済 
事業中 

延 長 3.4ｋｍ 

米 沢 北 BP 

（H28 .3 供 用 ）
延 長 1.3km

今 泉 交 差 点  

南 陽 市  

川 西 町 役 場

長 井 南 BP 

米 沢 北 IC

道路整備課 道路整備・安全対策担当 

℡ 023-630-2592 

米 沢 市 役 所

延 長 1.5km
（H14 供 用 ）

延 長 19.4ｋｍ 

米 沢 長 井 道 路  

成 島 交 差 点  

延 長 5.7ｋｍ 

米 沢 川 西 BP 

至  飯 豊 町  
至  白 石 市  

至  白 鷹 町  

（H22 供 用 ）
延 長 3.5km

延 長 6.3ｋｍ 

川 西 BP 

梨 郷 道 路  
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　⾼速道路整備の進捗状況
全 国　※１ 東北６県　※２ ⼭ 形 県

延⻑ (km) 供⽤率 延⻑ (km) 率 (％) 延⻑ (km) 率 (％)

予定路線延⻑ 11,520 1,882 341

1,728 92%

※２　全国⾼速道路建設協議会調査より ⼭形県独⾃集計。

供⽤延⻑ 10,124 88% 78%

率 (％)

100
29

延⻑ (km)供⽤率

　地域⾼規格道路整備の進捗状況

延⻑ (km)

39%

264

※１　旬刊⾼速道路（発⾏︓全国⾼速道路建設協議会）令和3年1⽉20⽇No.1840号による

令和2年12⽉末現在
⼭形県の⾼規格幹線道路・地域⾼規格道路の整備状況

※３　令和2年8⽉31⽇現在　令和3年度道路関係予算概算要求概要による
29%

路線指定延⻑
供⽤延⻑

6,960
2,700

全 国　※3 ⼭形県

酒
⽥
市
東
町

庄
内
町
廻
館

新庄古⼝道路
L=10.6km

余⽬酒⽥道路
L=12.7km

象潟IC

(⼩砂川IC)

(⼥⿅IC)
(吹浦IC)

遊佐⿃海IC
遊佐菅⾥IC

遊佐⽐⼦IC

酒⽥中央IC

事業中事業中

雄勝こまちIC

(⾦⼭IC)
(⾦⼭南IC)

(昭和IC)

(新庄北IC)
新庄IC

尾花沢IC

⼤⽯⽥村⼭IC

(村⼭北IC)

(村⼭IC)

東根北IC

東根IC

⼭形PA

南陽PA

⼭形上⼭IC

かみのやま温泉IC

南陽⾼畠IC

⽶沢北IC

⽶沢中央IC

⽶沢⼋幡原IC

福島⼤笹⽣IC

福島JCT

鶴岡JCT

あつみ温泉IC

(⿏ヶ関IC)

(府屋IC)

(勝⽊IC)

(北中IC)

(⼤須⼾IC)

朝⽇まほろばIC

荒川胎内IC

(⼤須⼾第⼆IC)

Ｌ＝約21km

事業中 L= 5.8km新庄⾦⼭道路（Aʼ）

事業中 L= 8.2km泉⽥道路（Aʼ）

L= 3.5km⾦⼭道路

L= 7.2km真室川雄勝道路

供 ⽤ 済 L= 9.9km主寝坂道路

（うち ⼭形県内 L=3.0km）

(下院内IC)

事業中（Aʼ）
L= 3.7km横堀道路

L= 3.0km院内道路H28.11.5
供 ⽤

事業中
L= 40.8km朝⽇温海道路

（Aʼ）

（うち ⼭形県内 L= 6.7km）

事業中
L= 23km東根〜尾花沢

（直轄⾼速）

事業中
L= 12.0km酒⽥みなと〜遊佐

（直轄⾼速）

事業中
L= 17.9km遊佐象潟道路

（Aʼ）

（うち ⼭形県内 L= 8.0km）

H30.4.15
供 ⽤

5.3km

Ｌ＝約30km

梨郷道路
L=7.2km

事業中
⼩国道路
L=12.7km

（うち ⼭形県内 L=10.6km)

鷹ノ巣道路
L=5.0km

事業中
Ｌ＝約25km

新潟⼭形南部連絡道路

⽯巻新庄道路（候補路線）

【 区間毎の延⻑は、実延⻑で記載 】

事業中（Aʼ）

(上院内IC)

(及位IC)

(    )書きIC・JCTは仮称

４.3km

事業中（Aʼ）
(⾦⼭北IC)

湯沢IC

湯殿⼭IC

⽉⼭IC

⼭形中央IC

霊⼭IC

桑折JCT

鶴岡⻄IC

庄内空港IC

酒⽥IC

天童IC

⼭形北IC

笹⾕IC

村⽥JCT

⾈形IC

寒河江IC

おいしい
庄内空港

おいしい
⼭形空港

⼭形蔵王IC
⼭形蔵王PA

H27.11.14
供 ⽤

酒
⽥
市
新
堀

H30.3.18
供 ⽤

5.9km 6.8km

事業中

H31.3.23
供 ⽤

5.5km
R2.12.13

供 ⽤

三瀬IC
いらがわIC

鶴岡IC

川原⼦IC
尾花沢北IC

野⿊沢IC

関沢IC
宮城川崎IC

中⽥IC

寒河江SA SIC

⻄川IC

庄内あさひIC

酒⽥みなとIC

⽉⼭湖PA

寒河江SA

櫛引PA

酒⽥港

⼭形JCT

(⼭形PA SIC)

三関IC

須川IC

R1新規事業化

令和4年
供⽤予定13.4km

令和4年度
供⽤予定

令和7年度
供⽤予定

令和5年度
供⽤予定 6.5km

令和8年度
供⽤予定

10.6km
（県内8.0km）

令和5年度
供⽤予定

令和7年度
供⽤予定 7.3km

令和7年度
供⽤予定

令和2年度
新規事業化

⾼屋防災
L=4.4km

事業中

新
庄
市
本
合
海

新
庄
市
升
形

⼾
沢
村
津
⾕

⼾
沢
村
古
⼝

令和6年度
供⽤予定

⾼屋道路
L=3.4km

L=約11km 2.2km 6.0km 2.4km

H30.7.15
供 ⽤

令和4年度
供⽤予定

H27.11.8
供 ⽤

（⼾沢〜⽴川）
L=約5km

計画段階
評価

Ｌ＝約12km

新
潟
県
関
川
村
⾦
丸

⼩
国
町
松
岡

⻑
井
市
今
泉

南
陽
市
⽵
原

事業中（Aʼ）
相⾺福島道路
（霊⼭〜福島）
L=12.2km

令和2年度
供⽤予定

2.0km

10.2km

H31.4.13供⽤

L=24.4km

H29.11.4供⽤

L=34.4km
（うち ⼭形県内 L= 18.9km）

神林岩船港IC

村上瀬波温泉IC

村上⼭辺⾥IC
朝⽇三⾯IC

古関PA

伊達桑折IC

伊達中央IC

R2.8.2
供 ⽤

(天童南SIC） R2新規事業化

(⾼畠SIC)
R2新規事業化

事業中区間 【直轄⾼速】

調査区間
計画路線
候補路線

地域⾼規格道路
供⽤区間
事業中区間
整備区間

⾼速⾃動⾞国道に並⾏する⼀般国道⾃動⾞専⽤道路

供⽤区間（有料道路）
供⽤区間
事業中区間

未事業化区間

凡　　　例

⾼規格幹線道路
⾼速⾃動⾞国道

供⽤区間（有料道路）
供⽤区間 【直轄⾼速】

継 続

道路整備課 高速道路整備推進室

℡ 023-630-2609
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空 港 整 備 事 業 費 

－ 空港滑走路端安全区域（RESA）整備事業 －

１ 事業概要 

滑走路端安全区域（RESA）は、飛行機がアンダーシュートやオーバーラ

ンした場合、滑走路内で停止できなかった場合などに、人命の安全と機体の

損傷を軽減させるため、滑走路の両端に設けられる区域である。

現在、山形空港及び庄内空港の滑走路端安全区域（RESA）は建設当時の

基準である 40ｍ以上を満足しているが、平成 29 年の基準改正により原則

90ｍ以上となったことから、不足する RESA を延長し、航空機の離発着の

安全を確保するものである。

２ 事業内容   

継 続 

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

山形空港 

庄内空港 

担当部署 県土整備部空港港湾課 

空港担当 ０２３－６３０－２６２９ 
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 継 続 

年 数

構
造

物
の

性
能

更新 更新

健全な状態

軽微な損傷
（供用上は問題なし）

重大な損傷
回復は困難

制限しながら供用

危険な状態
（供用不可）

長寿命化
経年的に劣化は進む・・・

従来管理
の更新時期

予防保全型管理
の更新時期

道路施設長寿命化対策事業費  
１ 事業概要 

 県が管理する橋梁､舗装､トンネル等の道路施設について、「傷んでから治す」維持管理か

ら「傷みが小さいうちから計画的に補修する」予防保全型の維持管理への移行を推進するこ

とで、県民生活の安全安心を確保しながら将来的な財政負担を抑制する。 

また、道路橋の長寿命化計画を確実に推進するため、不測の大地震による落橋等の防止対

策として、耐震性能が劣るとされている既設橋梁の耐震補強を計画的に実施する。 

さらに、県並びに市町村管理橋梁の長寿命化対策を促進するため、県、市町村職員を対象

とした橋梁点検研修会を開催する。 

２ 事業内容 

（１）橋梁 （ 橋梁定期点検、補修計画策定、長寿命化対策工事、耐震補強工事 ）

（２）舗装 （ 長寿命化対策工事 ）

（３）トンネル （ トンネル詳細点検 、 長寿命化対策工事 ）

道路保全課 道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・市町村道担当 ℡: 023-630-2608 
道路整備課 橋梁舗装担当       ℡：023-630-2626 

これまで 

損傷が大きく 

なってから補修 

トータルコスト大

これから 

損傷が小さいうちに 

計画的に補修 

トータルコスト小

長寿命化対策工事 

塗膜劣化による錆→放置すると腐食 再塗装により長寿命化 

 小規模な損傷   小規模な補修

耐震補強 

トンネル詳細点検 

予防保全型管理 

傷みが小さいうちに計画的に対策 

傷みが顕在化 

してから対策 

県保有橋梁点検車による点検 
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 継 続 

港湾施設長寿命化対策事業費 

１ 事業概要 

港湾の根幹を形成する防波堤や岸壁などは、竣工後30～40年経過した施設が最も多くな

っている。必要な機能を維持しつつ、将来の改良・更新コストを抑制するため、計画的な

点検・診断と適切な対策工事による長寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減する。 

２ 事業内容 

・岸壁、護岸等の施設について、長寿命化対策に係る詳細設計や工事の実施

・岸壁、護岸等の施設について、損傷、劣化、変状等がないか定期点検の実施

【被覆防食】 

鋼材表面を各種材料（強化プラスチックやチタン）で多い、腐食環境から遮断する。 

【電気防食】 

鋼材より錆びやすい材料（犠牲陽極）を鋼材表面に取り付けることで、鋼材を錆びにくくする。 

山形県の主要な港湾施設の建設後５０年以上経過する施設の割合（山形県） 

建設後 50 年以上経過する施設 

建設後 50 年未満の施設 

担当部署 県土整備部空港港湾課 

港湾担当 ０２３－６３０－２６２５ 

電気防食 

【具体的な対策事例（岸壁の場合）】 

鋼 

矢 

板 

被覆防食 

電気防食 設置状況 

防食材（保護カバー） 設置状況 

59%41% R12年3月 R22年3月

77%

23%
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